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令和 3 年（2021 年）6 月 3 日 

日本学術会議会長 梶田隆章 殿 

 

 

「学問の自由」の侵害について日本学術会議の見解を問う公開質問状 

 

 

                    国際歴史論戦研究所会長 杉原誠四郎 

 

謹啓  

 

日本学術会議におかれましては、日頃より日本の学術界を代表して「学問の自由」の尊重

を標榜されていることに、国際歴史論戦研究所は敬意を表します。 

 

さて、現在、その「学問の自由」を侵害する深刻な事案が国際的な規模で発生しておりま

す。ハーバード大学ロー・スクールのマーク・ラムザイヤー教授は、2020 年 12 月、

International Review of Law and Economics 誌に掲載予定の ‘Contracting for Sex in the 

Pacific War’（太平洋戦争における性サービスの契約）と題する論文を電子版として先行し

て発表しました。この論文は、日本軍慰安所における業者と慰安婦の間の年季奉公契約を、

経済学におけるゲーム理論の標準的なツールである「信頼できるコミットメント」概念を用

いて分析した学術論文であり、査読等の通常の審査過程を経て同誌に採用されたものです。 

 

ところが、今年 1月、ラムザイヤー教授の論文の要旨が日本の新聞に紹介されると、これ

を知った韓国の慰安婦関係の団体などが反応し、アメリカ在住の韓国系の学者たちが主導

してラムザイヤー教授を糾弾する動きが起こりました。そして、この論文の論旨に否定的な

見解をもつ学者が連名で論文の「撤回」を要求する呼びかけを行い、世界的規模で署名を集

めています。署名数は 5 月 11 日現在、3,665 にものぼるとされています。（‘Letter by 

Concerned Economists Regarding “Contracting for Sex in the Pacific War” in the 

International Review of Law and Economics’） 

 

そればかりではありません。ラムザイヤー教授に対しては、論文の論旨とは関係のない個

人攻撃・人格攻撃が公然となされ、主に韓国から多数のヘイト・レターが送付され、教授の

生命を狙う脅迫状（death threats）までもが送りつけられています。一篇の学術論文を書

いただけで、学者が生命の危険にさらされるとは、まさに全体主義の風潮そのものであり、

自由な社会において断じて許されるものではありません。 
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そもそも、ラムザイヤー教授は、法と経済の分野で国際的にも知られた第一級の研究者で

あり、多数の著書が日本語にも翻訳されています。幼少期から日本に在住し、日本の小学校

を卒業した教授は、日英両語を自由に駆使し、日本を対象とした研究を多数発表してこられ

ました。 

 

日本の慰安婦問題については、最近の動向に反応して時事的に発言したなどというもの

ではなく、ラムザイヤー教授は 1991 年に発表した論文以来、複数の論文で日本の公娼制度

とその延長上にある日本軍慰安婦の労働契約をテーマとして取り上げ、同じ一貫した学問

的フレームワークで研究を進めて来られました。今回の論文以前には、このような反対の動

きは何も起こりませんでした。 

 

いかなる論文についても、それに対する批判は自由です。しかし、論文に対する批判は論

文によってなされるべきであり、趣旨に反対であるからといって、特定の論文の存在自体を、

数を頼んで抹殺するよう要求することは、当該研究者の「学問の自由」を著しく侵害する許

されない行為であるばかりでなく、自由な議論を通じて真理を追究するという学問研究の

ルールを真っ向から否定するものです。それによって、学問研究自体の存立基盤そのものを

奪うことになります。 

 

この事案は、アメリカ人の学者が遭遇した問題であり、日本とは関係がないというわけに

は参りません。学問研究の世界はグローバルな学問共同体によって担われているのであり、

一国単位の閉鎖的な発想で事案に対処することは許されません。特に、ラムザイヤー教授の

論文は他ならぬ戦前の日本社会を対象としており、日本人として無関心ではいられません。

その意味で、この問題はどのような分野のどのような立場の研究者にとっても、避けて通る

ことのできないものです。 

 

私ども、国際歴史論戦研究所は、以上のような観点から、本年 4 月 24 日に緊急シンポジ

ウム「ラムザイヤー論文をめぐる国際歴史論争」を主催しました。シンポでは、10 名の研

究者が登壇して発言し、「学問の自由」の侵害と言論封殺の流れに抗する一石を投じました。

シンポジウムにビデオで登壇したラムザイヤー教授は、「あまりの強い攻撃にさらされると、

ひょっとして自分は間違っているのではないかという思いにとらわれることがある」と告

白し、「学問の自由がいかに大切か、友達がいかに大切かを学んだ」と発言しています。 

 

日本政府もこの件につき、すでに見解を表明しております。すなわち、本年 3 月 22 日、

有村治子議員が参議院文教科学委員会でラムザイヤー教授が迫害に遭っている問題状況に

関して質問したのに対し、萩生田光一文部科学大臣は、「研究者が外部から干渉されること

なく、自発的かつ自由に研究活動を行い、その成果を自由に発表することは尊重されるべき」
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であると明確に答弁しています。 

 

日本学術会議におかれましても、このような「学問の自由」の侵害や学問研究の存立根

拠そのものを奪う事態については当然、大きな関心を払い、一定の危機感を共有している

ことと信じます。日本学術会議は、平成 25 年（2013 年）に声明文「科学者の行動規範」

を発表し、「科学者は、学問の自由の下に、特定の権威や組織の利害から独立して自らの

専門的な判断により真理を探究するという権利を享受すると共に、専門家として社会の負

託に応える重大な責務を有する」としています。今回のラムザイヤー教授に対する論文撤

回署名運動は、まさに日本学術会議が掲げておられる「科学者としての行動規範」を反古

にする行為ではないでしょうか。 

 

しかしながら、いままでのところ、この案件に関して、日本学術会議がどのような見解を

お持ちなのか、何の声も聞こえて参りません。日本の学術研究の世界を代表し、国費によっ

て賄われる公的機関である日本学術会議が、「学問の自由」に関わるこのような深刻・重大

な事案について沈黙し続けるなら、その存在意義を疑われることにもなりかねません。 

 

以上のような趣旨から、この際、日本学術会議としてのこの事案に対する見解を明確にし

ていただきたく、以下の質問について、6 月末日までにご回答賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

 

【質問 1】日本学術会議の「学問の自由」に関わる一般的姿勢についてお伺いします。学

術共同体の真理探究の方法として、学術論文として表明された学説に対する批判は、①学術

論文を通した反論によって遂行されるべきであると考えますか。それとも、②反対者の人数

や外部からの圧力によって撤回を強いて異説を封じるという形態も、学術共同体の真理探

究の方法として、認容されるとお考えですか。（本質問に関して明白なご回答をいただけな

い場合、日本学術会議は②を拒絶されないものと理解されます。） 

【質問２】前項の質問へのご回答は今回のラムザイヤー論文に対しても適用されると考

えてよろしいでしょうか？ もし異なる場合は、今回のラムザイヤー論文においていかな

る特殊事情があるのか、ご明示ください。（本質問に関して明白なご回答をいただけない場

合、日本学術会議は恣意的な二重基準をも否定しない機関であるものと理解されます。） 

【質問３】論文の撤回要求という「学問の自由」の根本に関わる、本事案に関して、今ま

で日本学術会議として何の見解も表明してこなかったのは、いかなる事情によるものでし

ょうか。 
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ご回答いただきましたのち、ご回答を公表させていただきます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

                                     敬白 

 

 

＜追伸１＞ ご参考までに、ラムザイヤー教授の論文と弊所主催のシンポジウムの関連

資料を別便でお送り申し上げます。なお、ラムザイヤー論文をめぐる問題についての情報は、

弊所のホームページ（「国際歴史論戦研究所」で検索）をご参照下さい。 

 

＜追伸２＞ 本状の写しを、以下の各機関・団体にもお送りしますので、お含みおき下さ

い。 

内閣総理大臣 内閣官房長官 文部科学大臣 自由民主党 ほかすべての国政政党  

衆参すべての国会議員 国立大学協会 公立大学協会 私立大学協会 大学基準協会  

 

東京大学 大阪大学 東北大学 九州大学 北海道大学 一橋大学 神戸大学 早稲田

大学 慶應義塾大学 広島大学 青山学院大学 中央大学 獨協大学 同志社大学 学習

院大学 國學院大学 国士舘大学 明治学院大学 立教大学 西南学院大学 桐蔭大学 

成城大学 関西大学 成蹊大学 麗澤大学（以上は、ラムザイヤー教授が講義・プレゼンテ

ーションを行ったことのある大学） 

 

朝日新聞 読売新聞 産経新聞 毎日新聞 日本経済新聞 東京新聞 共同通信 時事

通信 NHK 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 東京 MX テレビ  
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令和 3 年（2021 年）7 月 9 日 

日本学術会議会長 梶田隆章 殿 

 

 

新事実を踏まえ「学問の自由」の侵害について再度日本学術会議の見解を問う

公開質問状 

 

 

                    国際歴史論戦研究所会長 杉原誠四郎 

謹啓 

 

 盛夏の候、日本学術会議会員各位におかれましては、ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、私ども国際歴史論戦研究所は、本年 6 月 3 日付けで、日本学術会議梶田隆章会長

宛に「学問の自由」の侵害についての見解を問う公開質問状を送付し、同日、記者会見の場

で公表しました。これは、米国ハーバード大学ロー・スクールのマーク・ラムザイヤー教授

の論文、‘Contracting for Sex in the Pacific War’（太平洋戦争における性サービスの契約）

に対し、署名を集めて撤回要求を突きつけるという事案が発生しており、これはまさしく

「学問の自由」の侵害に当たるのではないかとの疑問から、6 月末日を期限として日本学術

会議の正式見解を問うたものです。質問の内容は次の 3 点でした。 

 

【質問 1】日本学術会議の「学問の自由」に関わる一般的姿勢についてお伺いします。学

術共同体の真理探究の方法として、学術論文として表明された学説に対する批判は、①学術

論文を通した反論によって遂行されるべきであると考えますか。それとも、②反対者の人数

や外部からの圧力によって撤回を強いて異説を封じるという形態も、学術共同体の真理探

究の方法として、認容されるとお考えですか。（本質問に関して明白なご回答をいただけな

い場合、日本学術会議は②を拒絶されないものと理解されます。） 

【質問２】前項の質問へのご回答は今回のラムザイヤー論文に対しても適用されると考

えてよろしいでしょうか？ もし異なる場合は、今回のラムザイヤー論文においていかな

る特殊事情があるのか、ご明示ください。（本質問に関して明白なご回答をいただけない場

合、日本学術会議は恣意的な二重基準をも否定しない機関であるものと理解されます。） 

【質問３】論文の撤回要求という「学問の自由」の根本に関わる、本事案に関して、今ま

で日本学術会議として何の見解も表明してこなかったのは、いかなる事情によるものでし

ょうか。 
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その後、本件について加藤勝信内閣官房長官は 6 月 4 日の記者会見において、公開質問

状に関する記者の質問に答え、「日本学術会議法および日本学術会議会則によりますと、学

術会議がその目的を遂行するために特に必要と考える事項について意見等を発表すること、

とされており、その必要性も含めて、日本学術会議において適切にご判断されるべきもの」

とコメントしました。 

しかるに、日本学術会議から回答の気配がなく、回答期限の 6 月 30 日、研究所のメンバ

ーが電話で日本学術会議事務局に問い合わせたところ、「個別の質問には回答しない」との

説明でした。そして、参考として、6 月 24 日の日本学術会議の記者会見において本事案に

関係した小林傳司幹事のコメントを「口頭」で読み上げる形で内容を伝えられました。読み

上げられたコメントの全文は以下のとおりです。（ただし、これは日本学術会議のホームペ

ージにも公表されていません。） 

 

【今月［6 月］の４日に官房長官が記者会見において、従軍慰安婦問題に関するアメリカ

のハーバード大学のラムザイヤー教授の論文に対しての活動、それについて学術会議の対

応はどうなっているのかについての質疑がなされた時に、官房長官としては学術会議とし

て適切に判断されるだろうというふうにご発言されました。それで、学術会議としても一言

申し上げておきたいと思います。 

 当然、本件に関して議論があることは承知しております。また、この論文が掲載された学

術雑誌が expression of concern を表明するというような文章を出しておりまして、ラムザ

イヤー教授の論文の歴史的な証拠というデータの扱いについて再検討をするということを

述べておりました。そういう意味でこの問題が学術の観点から検討されるべきだと私ども

は考えておりますが、正にこのプロセスに今入っているのだという風に理解しています。 

 日本学術会議といたしましては、平成２５年に改訂版を出しました声明「科学者の行動規

範」に表明した考え方を堅持しておりますし、その観点で学術的に扱われることを期待して

おります。】 

 

 以上が、私どもが公開質問状を提出して以来の経過です。以下、こうした事態についての

当研究所の見解を述べることとします。 

 

第一に確認すべきことは、当研究所の公開質問状に対して、回答しない旨の通知も含めて、

直接には一切の回答がなかったということです。本件は「学問の自由」という自由社会の根

本に関わる問題であります。これを国費で賄われている日本学術会議が、たとえ民間団体で

あろうと公開質問状を出した団体に回答しないのは不当であり、不誠実だと言わなければ

なりません。 

 

12



第二に確認すべきことは、当方の公開質問状に関係して、上記日本学術会議の記者会見に

おける一幹事のコメントの中で、「この問題が学術の観点から検討されるべきだと私どもは

考えております」としながらも、ラムザイヤー論文に対して不当な撤回署名運動が行われ

「学問の自由」が侵されていることについては一切言及されていないことです。 

従って、私どもの【質問 1】の（ ）書きにあるとおり、「反対者の人数や外部からの圧

力によって撤回を強いて異説を封じるという形態も、学術共同体の真理探究の方法として、

認容される」との考えを、日本学術会議は否定していないことになりますが、それは許され

ることでしょうか。 

 

第三に、日本学術会議にとって重要な事実をここで公開します。それは、日本学術会議連

携会員の中に複数名、ラムザイヤー論文への撤回要求運動に賛同し、署名している研究者が

いることです。‘Letter by Concerned Economists Regarding “Contracting for Sex in the 

Pacific War” in the International Review of Law and Economics’の Web サイトに掲載された

署名者のリストを調べた結果、日本学術会議連携会員で署名したのは、次の 3 氏であるこ

とが判明しました（掲載順、敬称略）。 

・駒澤大学教授 姉歯暁 

・東京大学教授 松島斉 

・明治大学教授 西川伸一 

 日本学術会議連携会員は、日本学術会議法第十五条第二項の定めにより、日本学術会議会

長が任命した者です。さらに日本学術会議会則の第十五条には、手当を給付することも定め

られています。 

日本学術会議が学術論文の撤回要求運動を明確に否定せず、上記のとおり事実上黙認す

る態度に出たのは、会長が任命した日本学術会議の連携会員の中に学術論文の撤回要求運

動に参加している者がいることを踏まえたからではないかと推測されます。もしそうだと

すれば、日本学術会議は学術論文の撤回要求運動に加担していることになります。これは国

費で賄われている日本学術会議として決してあってはならないことです。 

 

第四に、上記の日本学術会議のコメントによると、日本学術会議は「科学者の行動規範」

の考え方を堅持しているにもかかわらず、日本学術会議が他方で論文の撤回要求運動に加

担しているとしたら、上記行動規範の冒頭に置かれた「科学者は、学問の自由の下に、特定

の権威や組織の利害から独立して自らの専門的な判断により真理を探究するという権利を

享受する」という規定に反することになります。さらに、同規範第 10 条で定める、「他者の

知的成果などの業績を正当に評価し、名誉や知的財産権を尊重する」にも明らかに反します。 

 

以上 4 点を踏まえて、まだご回答をいただいていない前記３項目に加え、次の追加質問

についてもお答えいただきたく、再度公開質問状として送付し、公開します。 
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 【追加質問】上記３人の連携会員に関して、事実関係を調査の上、①除名等の適切な処分

を行うこと、②論文撤回要求に対して日本学術会議として明確な非難声明を出すこと、③上

記①②に関し日本学術会議のホームページ等を通じて一般に文章で公開すること、が必要

であると考えますが、その意思はありますか。 

 

以上の質問に対し、7 月末日までに明確なご回答をいただきたく、お願い申し上げます。 

 

もし、「学問の自由」を守る立場に立った適切なご回答をなされないか、または回答その

ものを行わないという形で「学問の自由」を蔑ろにされる場合には、日本学術会議が国費で

賄われる公的機関として全くふさわしくないと判断せざるを得ないことになります。その

場合には、極めて遺憾ながら、わが国の学術研究において真の「学問の自由」を取り戻すた

めに、日本学術会議の廃止の必要も各方面に訴えていかざるを得ません。 

 

なお、この公開質問状は、前回にならって、関係各機関に送付します。           

 

以上、よろしくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。 

 

       敬白 
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令和 3年（2021年）8月 16日 

内閣総理大臣 菅 義偉 殿 

 

 

「学問の自由」の侵害を黙許し続ける日本学術会議への 

監督責任を問う公開意見書 

 

 

                    国際歴史論戦研究所会長 杉原誠四郎 

 

謹啓  

 処暑のみぎり、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。菅内閣におかれましては、

日々の政務を通して、日本の学術振興にも積極的に取り組まれていることに、国際歴史論戦

研究所は心より敬意を表します。 

 

さて、私ども国際歴史論戦研究所は、本年 6月 3日付けで、日本学術会議梶田隆章会長宛

に「学問の自由」の侵害についての見解を問う公開質問状を送付し、同日、記者会見の場で

公表しました。これは、米国ハーバード大学ロー・スクールのマーク・ラムザイヤー教授の

論文、‘Contracting for Sex in the Pacific War’（太平洋戦争における性サービスの

契約）に対し、署名を集めて撤回要求を突きつけるという事案が発生しており、これはまさ

しく「学問の自由」の侵害に当たるのではないかとの疑問から、6月末日を期限として日本

学術会議の正式見解を問うたものです。 

6 月 4 日の記者会見にて、本件について加藤勝信内閣官房長官は記者の質問に答え、「日

本学術会議法および日本学術会議会則によりますと、学術会議がその目的を遂行するため

に特に必要と考える事項について意見等を発表すること、とされており、その必要性も含め

て、日本学術会議において適切にご判断されるべきもの」と、わざわざ対応の根拠となる法

規を示しながらコメントされました。しかしながら、日本学術会議からは、私どもの質問に

は、形式上も、実質的にも、何の回答もありませんでした。 

ところが、その後、日本学術会議の連携会員 3名（駒澤大学教授 姉歯暁、東京大学教授 

松島斉、明治大学教授 西川伸一<敬称略>）が、当該論文撤回要求運動に賛同して署名をし

ているという重大な新事実が判明しました。そこで、7月 9日、再度、日本学術会議の当該

論文撤回要求運動に対する見解と、署名した連携会員 3 名の処分についての意向を問う公

開質問状を送付し、同日、記者会見の場で公表しました。こちらは 7月末日を期限としまし

たが、前回同様全く回答がありませんでした。（以上二回の公開質問項目は末尾に付記いた

します） 

一方、日本政府はこの件につき、すでに見解を表明されています。すなわち、本年 3月 22
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日、有村治子議員が参議院文教科学委員会でラムザイヤー教授が論文撤回要求という圧力

を受けている問題に関して質問したのに対し、萩生田光一文部科学大臣は、「研究者が外部

から干渉されることなく、自発的かつ自由に研究活動を行い、その成果を自由に発表するこ

とは尊重されるべき」と明確に答弁しています。 

 

これに対し日本学術会議は、一連の経緯が示すように、国費で賄われている日本国の一機

関であるにもかかわらず、この論文撤回要求運動という明らかに「学問の自由」を侵害する

行動に対して明確な非難の意思を示さないのみならず、日本学術会議連携会員が、論文撤回

要求運動に参加することをも黙許しているのです。これは明らかに上記の萩生田光一文部

科学大臣の答弁、さらには加藤勝信官房長官のコメントの趣旨に反しています。 

 

日本学術会議連携会員は、日本学術会議法第十五条第二項の定めにより、日本学術会議会

長が任命した者です。さきに日本学術会議は、みずからが推薦した会員候補の一部が総理か

ら任命されなかったという件で、「学問の自由」の侵害という観点から大いに世論を喚起し

ました。一方、自ら任命した連携会員が「学問の自由」を侵害する論文撤回要求運動に賛同

署名しているという、「学問の自由」にとって圧倒的に重大な問題に対しては、日本学術会

議は沈黙しているのです。これは、まさに価値判断を倒錯した愚行であり、日本学術会議は

身内の利権のためにのみ「学問の自由」を掲げる羊頭狗肉の団体であると断じざるを得ませ

ん。 

  

日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄の下にあります。また、連携会員を任命する日本学

術会議会長は会員間の互選で選ばれますが、その日本学術会議会員は内閣総理大臣が任命

した者です。以上のことから、総理大臣には、明らかに、日本学術会議に対して監督責任が

あります。 

日本学術会議が、「学問の自由」の侵害を黙許しているというこの事実を踏まえ、わたく

しども国際歴史論戦研究所は、以下のような処分を検討すべきであると考えます。今後の施

策に生かして頂くことを希望し、公開意見書といたします。 

 

 １．日本学術会議がラムザイヤー論文撤回要求運動に対して明確な非難声明を出すよう

指導する 

 ２．日本学術会議が当該論文撤回要求運動へ賛同署名をした連携会員の除名等の処分を

行うよう指導する 

３．日本学術会議を国の機関としては廃止する（民営化） 

 

なお、二回の公開質問の内容は次の通りです。 
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〇日本学術会議への公開質問① （令和 3年 6月 3日送付） 

【質問 1】日本学術会議の「学問の自由」に関わる一般的姿勢についてお伺いします。学

術共同体の真理探究の方法として、学術論文として表明された学説に対する批判は、①学術

論文を通した反論によって遂行されるべきであると考えますか。それとも、②反対者の人数

や外部からの圧力によって撤回を強いて異説を封じるという形態も、学術共同体の真理探

究の方法として、認容されるとお考えですか。（本質問に関して明白なご回答をいただけな

い場合、日本学術会議は②を拒絶されないものと理解されます。） 

【質問２】前項の質問へのご回答は今回のラムザイヤー論文に対しても適用されると考

えてよろしいでしょうか？ もし異なる場合は、今回のラムザイヤー論文においていかな

る特殊事情があるのか、ご明示ください。（本質問に関して明白なご回答をいただけない場

合、日本学術会議は恣意的な二重基準をも否定しない機関であるものと理解されます。） 

【質問３】論文の撤回要求という「学問の自由」の根本に関わる、本事案に関して、今ま

で日本学術会議として何の見解も表明してこなかったのは、いかなる事情によるものでし

ょうか。 

 

〇日本学術会議への公開質問②（令和 3年 7月 9日送付） 

 【追加質問】上記３人の連携会員に関して、事実関係を調査の上、①除名等の適切な処分

を行うこと、②論文撤回要求に対して日本学術会議として明確な非難声明を出すこと、③上

記①②に関し日本学術会議のホームページ等を通じて一般に文章で公開すること、が必要

であると考えますが、その意思はありますか。 

 

以上の通りですのでよろしくお願い申し上げます。 

     

＜追伸＞ 

過去二回、日本学術会議に向けてお送りした公開質問状の全文も同封してお送りいたし

ます。 
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                          令和 3 年 9 月 10 日 

日本学術会議会員 各位 

 

                        国際歴史論戦研究所会長 

                             杉原 誠四郎 

 

 

            「学問の自由」に関するアンケートのお願い 

 

謹啓  

 麦秋の候、貴職におかれましては、ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

 世界に向けて日本の学術研究を代表する唯一の公的機関である日本学術会議

の会員として、ご尽力いただいておりますことに敬意を表します。 

 

さて、今年に入ってから、学術研究と「学問の自由」をめぐって看過できな

い事案が起こっております。この件につき、貴職のご見解をうかがいたく、お

願い申し上げます。 

 

米国ハーバード大学ロースクールのマーク・ラムザイヤー教授は、

‘Contracting for Sex in the Pacific War’（太平洋戦争における性サービ

スの契約）と題する論文を執筆し、国際的な学会誌 International Review of 

Law and Economics に投稿し、査読などの手続きを経て、昨年 12 月、インタ

ーネット上に先行して掲載されました。 

 

ところが、今年の 2 月ころから、この論文が日本軍の慰安婦をあつかったも

のであり、慰安婦が性奴隷であったことを否定する論文であるとして韓国の国

内から批判が沸き起こりました。その後、コリアン系の学者が主導して、この

論文を撤回せよとの運動が世界的に広がり、賛同した署名者は人文・社会系の

学者 3000 人を超えるまでになりました。 

 

しかし、自然科学系であると人文・社会系であるとを問わず、学会誌に掲載

された論文への批判は、別の論文によってなされるべきであり、数を頼んだ圧

力や、身体に危害を加えるかのような脅しによって撤回を求めるなどの行為は、

明白な「学問の自由」の侵害であり、決して許されないものであると考えます。 

 

当研究所はこの件につき、日本学術会議会長あてに二度にわたって公開質問
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状をお送りいたしましたが、残念なことに何の回答もいただけませんでした。

そこで、日本学術会議の個々の会員のご見解をうかがいたく、アンケートのお

願いを差し上げた次第です。 

 

以上の経過につき、別紙参考資料を必要に応じてご参照いただき、私どもの

下記の質問にご回答賜りたく、お願い申し上げます。 

 

記 

 

 1、自然科学系であろうと人文・社会系であろうと、学会誌に掲載された論文

への批判は学術または言論の場で行われるべきであり、論文の撤回を要求する

のは「学問の自由」を侵害するものであると考えますが、この考えにご賛同い

ただけるでしょうか。YES または NO でお答え下さい。 

 

 2、日本学術会議は、このような問題につき見解を表明すべきであると考えま

すが、この考えにご賛同いただけるでしょうか。YES または NO でお答え下さ

い。 

 

 ご回答は同封のはがきをお使い下さい。その他、この件につき、自由にご見

識をお聞かせいただくこともありがたく、歓迎いたします。締めきりは 9 月 30

日とさせていただきます。 

 

 このアンケートについてご質問などがございましたら、下記までお問い合わ

せ下さい。 

 

 112-0005 東京都文京区水道 2－6－3 国際歴史論戦研究所 

  

以上、よろしくお願い申し上げます。 

 

季節の変わり目につき、ご健康に留意されますようお祈りいたします。 

 

謹白 
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日本学術会議会員宛「学問の自由」に関するアンケート に対する回答 

 

東京大学 大学院 理学系研究科 教授 

 

「学問の自由」とは全く関係ない内容ですが（それを理由に賛同するわけ

ではありません）、論文の取り下げはその論文の中で故意な間違った記述、

すなわち間違っていることを知りながらそれを意図的に正しい事として

記述した場合は論文を取り下げるべきですが、本件において「見解の違い」

であることを理由に論文掲載を取り下げることはあってはなりません。

「学問の自由」議論ではなく、「学問のあるべき姿」を壊すこと、すなわ

ち「十分な調査をもとに論文を記述し、peer-review を受けた」論文の掲載

中止はそれに反論するだけの学術的な調査と証拠が提示されない限り、許

されることではありません。 

YES 賛同します 

 

 

東京大学 法学部 教授 

 

アンケート、残念ですが、１．２ともに「否」と答えざるをえません。 

私自身は、ラムザイヤー先生のご論文、産経にのった要旨を見た限りでは

穏当な見解と思い、撤回を求めるなんてバカげていると考えます。 

しかし、撤回運動がラムザイヤー先生の「学問の自由」を侵害している、

とまでは言えないと思います。人格攻撃はむしろ法的手段に訴えて対処す

べき事柄ですし、歴史解釈をめぐる論争に学術会議が介入するのは、それ

こそ「学問の自由」の侵害にもなりかねません。 

ラムザイヤー先生に対する攻撃を憂慮する気持ちは、私も同感なのです

が、大事なのは学術会議に文句をつけることよりも、ラムザイヤー先生に

ご発言の機会をたくさん提供し、サポートすることではないでしょうか。 

（差出人不明） 

１．NO 

内容に誤りや問題点のある論文等に対して retract を提言・勧告することは

分野によらず時として行われてきていることである。 

２．NO 

１からの帰結。一般論として述べている。 
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日本学術会議の許しがたい二重基準（白川司） 

 

【日本学術会議の沿革】 

1949 年 日本学術会議法施行。内閣総理大臣の所轄、会員選出方式は公選制、日本学士院

は日本学術会議に付置。 

1950 年 吉田首相に対して日本学術会議創設の由来、趣旨、目的と任務に照らして従来ど

おり総理府の機関として存置されるよう申し入れ。 

同年 「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」旨の声明を発表 

1953 年 総理大臣所轄の国の機関として現状を変更すべきでないとする要望を総会で採択 

1956 年 日本学士院が日本学術会議から分離・独立 

1967 年 「軍事目的のための科学研究を行わない声明」の発表 

1980 年 アメリカの工学アカデミーを範として独創的・革新的科学技術に発展を図るため

の機構として｢日本工学アカデミー構想｣を打ち出す 

1981 年 中山総務長官が衆議院科学技術委員会で、日本学術会議が会員以外の科学者を国

際会議に派遣しているには不当であり、また会員の公選制には疑義があると発言 

同年 中山長官が記者会見にて、会員選挙制度など学術会議の制度改革の早急な実現、会員

以外の科学者の国際会議への派遣の停止等の方針を強調 

1982 年 自民党内に設けられた『日本学術会議改革問題特別委員会』（中山委員会）は、『日

本学術会議改革の基本方針についての中間提言』を公表（民間組織移行、国の機関として存

続しても選挙制の廃止など） 

1984 年 日本学術会議法の一部を改正。会員選出方式は学協会を基盤とする推薦制に 

2001 年 中央省庁等改革基本法施行。日本学術会議については、総務省に置くものとする

が、総合科学技術会議において、その在り方を検討 

2003 年 中央省庁等改革基本法に基づく総合科学技術会議の最終答申「日本学術会議のあ

り方について」で、10 年以内に適切な設置形態の在り方を検討することに 

2017 年 「軍事的安全保障研究に関する声明」を発表 

2018 年 北海道大学が防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度による研究資金（「水の抵抗

を減らし船の燃費改善と高速化を目指した研究」）を辞退（日本学術会議の圧力と言われる） 

2020 年 任命拒否問題（菅義偉首相） 

 

【日本学術会議会員の選出方法の変遷】 

(1) 1949 年から 1984 年まで 

・分野別に７部に分かれており、それぞれ 30名、計 210 名を選出。 

・立候補によって、部・専門・地方別に候補が登録される。 

・有権者である各研究者がはがきで投票する直接選挙。 

・任期は 3 年で全員改選。 
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・再任回数は無制限。 

＜問題点＞ 

※学会や研究室の束縛が強く、特定候補に投票させる圧力があったという証言がある。 

※共産党員かシンパの「オーガナイザー」が人事に強い影響を与えた。 

 

(2)1984 年から 2005 年まで 

・(1)の方式のうち、「直接選挙」から「日本学術会議外からの推薦→日本学術会議で選別」

の二段階に変わる。 

・「登録学術研究団体」の資格を持つ学会が、日本学術会議側に候補者を提出。 

・同学会が推薦人を提出して、推薦人が「候補」を選出。 

・内閣総理大臣に推薦されて任命。 

＜問題点＞ 

※登録団体の選び方が不透明。 

 

(3) 2005 年から現在 

・「コ・オプテーション方式」による選出方法。 

・会員を補佐する 2000 人の「連携会員」が加わる。 

・会員任期は 6 年・再任なし、連携会員は６年・2 回の再任が認められる。 

・現役の会員と連携会員が「優れた研究又は業績がある」科学者から会員候補２名まで推連

携会員候補をあわせて 5名までを推薦。 

・3年ごとに半分（105 名）を改選。 

・選考委員会・分科会が選考。 

＜問題点＞ 

※会員は再任されないが、連携会員を 3 期勤めれば、最大 24年間、日本学術会議に所属で

きる。 

 

【任命拒否問題の推移】 

１．安倍政権による任命権の確保の動き 

(1) 2016 年、安倍官邸は「定員 105 名より多めの人数を推薦せよ」と要請。 

(2) 2017 年、日本学術会議側が 110 名の推薦者と希望する 105 名を提示。 

(3) 官邸側の「選択」はなかったものの、(1)と(2)のあいだで官邸側の意見を斟酌する余地

を認めていた。 

 

２．菅政権による「任命拒否」の意味 

(1) 日本学術会議側は定員ぎりぎりの 105 名を推薦し、菅官邸に任命拒否できる余地を与え

なかった。 
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